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◎群馬県告示第１１３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次の者を同項に規定する指定

納付受託者に指定した。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 
 

指定納付受託者の所在地及び名称 指定をした日 歳入の種類 

豊島区東池袋３－１－１ サンシャイン
６０ １３階 
株式会社しんきんカード 

令和５年３月２３日 県庁３２階の官民共創スペース運
営・活用業務における利用料金 

東京都江東区豊洲二丁目２番３１号 Ｓ
ＭＢＣ豊洲ビル 
三井住友カード株式会社 

令和５年３月２３日 県庁３２階の官民共創スペース運
営・活用業務における利用料金 

 
 

 

 

◎群馬県告示第１１４号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１(１) 解除予定保安林の所在場所 渋川市村上字如意庵３９４０の５、高崎市吉井町上奥平字西平４１５の５ 

(２)  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

(３) 解除の理由 指定理由の消滅 

２(１) 解除予定保安林の所在場所 渋川市小野子字上ノ山１５２０の４、甘楽郡下仁田町大字上小坂字粒羅替３

８の３３ 

 (２) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 

 (３) 解除の理由 指定理由の消滅 

 

 

 

◎群馬県告示第１１５号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 解除予定保安林の所在場所 藤岡市上日野字小柏１５２の２、字小柏大半寺１５３の６、１５３の３・１５３ 

の４（以上２筆について次の図の示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

■ 告  示 
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３ 解除の理由 道路用地とするため 

 「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び藤岡市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第１１６号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡東吾妻町大字岡崎字柏原２０の９、３３の１３ 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 

 

 

 

◎群馬県告示第１１７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第１１８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 １２０号 沼田市鍛冶町字滝平３８２
８番の３地先内 

前 １７．０～１８．３ ３４．５ 

後 １７．７～１９．９ ３４．５ 

４０１号 沼田市鍛冶町字滝平３８２
８番の３地先内 

前 １７．０～１８．３ ３４．５ 

後 １７．７～１９．９ ３４．５ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 小平下仁田線 多野郡神流町大字平原字東
沢５９２番の１地先内 

前 ４．６～６．１ ５１．０ 

後 ７．３～８．１ ５１．０ 
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◎群馬県告示第１１９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第１２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、前橋勢多都市計画下水道事業の事業計

画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 施行者の名称 前橋市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋勢多都市計画下水道事業 前橋勢多公共下水道 

３ 事業施行期間 平成元年８月１１日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 なし 

 (2) 使用の部分 平成２９年群馬県告示第１２３号及び令和３年群馬県告示第１３７号の事業地を次のとおり変

  更する。 

      堀越町及び河原浜町の各一部を追加する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１２１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、太田都市計画及び薮塚都市計画下水道

事業の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和５年４月７日 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

一般国道 ３５３号 渋川市村上字甲里３６８０番の１地先から同市同字
寺沢３６７３番の１地先まで 

令和５年４月７日 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 小平下仁田線 多野郡神流町大字平原字東
沢５９２番の１地先内 

前 ４．６～６．１ ５１．０ 

後 ７．３～８．１ ５１．０ 
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群馬県知事 山 本 一 太 

１ 施行者の名称 太田市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 太田都市計画及び薮塚都市計画下水道事業 太田市公共下水道 

３ 事業施行期間 平成４年１２月１８日から令和９年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 収用の部分 なし 

 (2) 使用の部分 

  ア 太田都市計画下水道事業 平成４年群馬県告示第８７４号、平成５年群馬県告示第１８号、平成１０年群

   馬県告示第１３５号、平成１１年群馬県告示第１９２号、平成１４年群馬県告示第４８３号、平成１４年群

   馬県告示第５８７号、平成１６年群馬県告示第５４１号、平成１９年群馬県告示第１２８号、平成１９年群

   馬県告示第１２９号、平成１９年群馬県告示第１３０号、平成２５年群馬県告示第１７２号、平成２５年群

   馬県告示第１７３号及び平成２９年群馬県告示第１４５号の事業地を次のとおり変更する。 

    藤久良町の一部を追加する。 

  イ 薮塚都市計画下水道事業 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１２２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、みどり都市計画下水道事業の事業計画

の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 施行者の名称 みどり市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 みどり都市計画下水道事業 みどり公共下水道 

３ 事業施行期間 平成４年９月２５日から令和８年３月３１日まで 

４ 事業地 

 (1) 汚水 

ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 平成４年群馬県告示第８３４号、平成４年群馬県告示第７１７号、平成１０年群馬県告示第

１３４号、平成１０年群馬県告示第２２４号、平成１２年群馬県告示第４１号、平成１３年群馬県告示第９

８号、平成１８年群馬県告示第８９号、平成１８年群馬県告示第９０号、平成２３年群馬県告示第１４７号、

平成２８年群馬県告示第１３２号及び令和３年群馬県告示第１４６号の事業地を次のとおり変更する。 

笠懸町鹿の一部を追加する。 

 (2) 雨水 

ア 収容の部分 なし 

イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

■ 公  告 
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退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年４月７日 

                             群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

牛の平 監 事 新 任 中村学 利根郡片品村大字鎌田４０１６番地８ 

 同  退 任  倉田秀和  同  同 大字東小川２７２番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年４月７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

利根加用水 監 事 新 任 吉永清 邑楽郡千代田町大字萱野甲１１７０番地２ 

 同  退 任  飯塚孝一  同   同    同  １２２３番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により松義台地土地改良区の定款の変更を令和

５年３月３０日に認可したので、同条第３項の規定により公告する。 

    令和５年４月７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

みどり都市計画下水道（みどり公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 都市計画の種類及び名称 みどり都市計画下水道 みどり公共下水道 

２ 都市計画の変更年月日 令和５年３月２３日 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及びみどり市都市建設部都市計画課 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和５年４月７日 

群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 北群馬郡吉岡町大字大久保字熊野３２８－５、３
３０－２、３３１－２、３３２－２、３３２－２
地先 白地の一部、３３６－２、３３７－２、３４
２－２、３４３－２、３４５－４、３４９－２の
一部、字片貝３５２の一部、３５３－３、３５３
－５の一部、３５５－１、３５５－２、３５６－
１、３５６－２、３５６－２地先 白地の一部、３
５７－１、３５７－２、３５７－３、３５７－４
の一部、３５７－５、３５７－６、３５７－７、
３５８－１、３５８－２、３５９－１、３５９－
２、３６０－１、３６０－２、３６１－１、３６
１－２、３６１－３、３６１－４、３６２－１、
３６２－５、３６３－３、３６３－３地先 地区
外、３６４－１、３６５－１、３６５－２、３６
５－３、３６５－４、３６５－４地先 白地の一
部、３６５－５の一部、３６６、３６７－１、３
６７－２、３６７－３、３６７－４、３６７－
５、３６７－６、３６７－７、３６８－１、３６
８－２、３６８－３、３６９、３７０－１、３７
０－２、３７１－１、３７１－２、３７１－３、
３７１－４、３７２－１、３７２－２の一部、３
７２－２地先 白地、３７２－３、３７３－１、３
７３－２、３７３－４、３７３－５、３７３－
６、３７４－１、３７４－２、３７４－３、３７
５－１、３７５－２、３７６－１、３７６－２、
３７６－３、３７７－１、３７７－２、３７８－
１、３７８－２、３７９－１、３７９－２、３７
９－３の一部、３８０－１、３８０－２、３８１
－１、３８１－２、３８２－１、３８２－２、３
８２－３の一部、３８２－４の一部、３８３－
１、３８３－２、３８４－１、３８４－２、３８
５－１、３８５－２、３８６－１、３８６－２、
３８６－３の一部、３８７－１の一部、３８８－
１の一部、３８８－２の一部、字七日市５１４－
１、５１４－２、５１４－３、５１４－３地先 白
地の一部、５１５－１、５１５－２、５１５－
３、５１５－３地先 白地、５１６－１、５１６－
１地先 白地の一部、５１６－２、５１６－２地先 
白地の一部、５１７－１、５２３－２、５２３－
３、５２３－４、５２３－５、５２３－６、５２
４－２、５２４－２地先 白地の一部、５２４－
４、５２５－１、５２５－２、５２６－１、５２
６－２、５２６－３、５２６－４、５２６－５、
５２６－５地先 地区外、５２６－６、５２６－６
地先 地区外、５２６－７、５２６－８、５２７－
１、５２７－２、５２７－２地先 地区外、５２７
－３、５２７－４、５２７－５、５２７－６、字

茨城県土浦市富士崎一丁目１６番２号 
株式会社ジョイフル本田 代表取締役社長 
細谷武俊 
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吉開戸５２８－１、５２８－２、５２８－２地先 
白地の一部、５２８－４、５２８－５、５２８－
６、５３０－６、５３０－７、５３０－８(第１工
区北群馬郡吉岡町大字大久保字片貝３５３－３の
一部、３５５－１の一部、３５６－１の一部、３
５７－１の一部、３５７－２の一部、３５７－
３、３５７－４の一部、３５７－７の一部、３５
８－１の一部、３５９－１の一部、３６０－１の
一部、３６１－１の一部、３６１－２の一部、３
６１－４、３６２－１、３６２－５、３６３－
３、３６３－３地先 地区外、３６４－１、３６５
－１、３６５－２、３６５－３、３６５－４、３
６５－４地先 白地、３６７－４の一部、３６７－
５の一部、３６７－６の一部、３６７－７の一
部、３６８－１の一部、３６８－２、３６８－３
の一部、３６９の一部、３７０－２の一部、３７
１－１、３７１－２、３７１－３、３７１－４、
３７２－１、３７２－２の一部、３７２－２地先 
白地、３７２－３、３７３－１、３７３－２、３
７３－４、３７３－５、３７３－６、３７４－
１、３７４－２、３７４－３、３７５－１、３７
５－２、３７６－１、３７６－２、３７６－３、
３７７－１、３７７－２、３７８－１、３７８－
２、３７９－１、３７９－２、３７９－３の一
部、３８０－１、３８０－２、３８１－１、３８
１－２、３８２－１、３８２－２、３８２－３の
一部、３８２－４の一部、３８３－１、３８３－
２、３８４－１、３８４－２、３８５－１、３８
５－２、３８６－１、３８６－２、３８６－３の
一部、３８７－１の一部、３８８－１の一部、３
８８－２の一部、字七日市５１４－１の一部、５
１４－２の一部、５１４－３の一部、５１４－３
地先 白地の一部、５１５－１の一部、５１５－３
地先 白地の一部、５２６－４の一部、５２６－
５、５２６－５地先 地区外の一部、５２６－６、
５２６－６地先 地区外の一部、５２６－７、５２
６－８、５２７－１、５２７－２の一部、５２７
－２地先 地区外の一部、５２７－５、５２７－
６、字吉開戸５２８－２地先 白地の一部）(第３工
区北群馬郡吉岡町大字大久保字熊野３２８－５、
３３０－２、３３１－２、３３２－２、３３２－
２地先 白地の一部、３３６－２、３３７－２、３
４２－２、３４３－２、３４５－４、３４９－２
の一部、字片貝３５３－３の一部、３５３－５の
一部、３５５－１の一部、３５５－２、３５６－
１の一部、３５６－２、３５６－２地先 白地の一
部、３５７－１の一部、３５７－２の一部、３５
７－４の一部、３５７－５、３５７－６、３５７
－７の一部、３５８－１の一部、３５８－２、３
５９－１の一部、３５９－２、３６０－１の一
部、３６０－２、３６１－１の一部、３６１－２
の一部、３６１－３、３６５－５の一部、３６７
－４の一部、３６７－５の一部、３６７－６の一
部、３６７－７の一部、３６８－１の一部、３６
９の一部、３７０－２の一部、３７１－２の一
部、３７１－３の一部、３７１－４の一部、３７
２－１の一部、３７２－２の一部、３７３－２の
一部、３７３－６の一部、３７５－２の一部、３
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７８－２の一部、３７９－１の一部、３７９－３
の一部、３８２－１の一部、３８２－３の一部、
３８２－４の一部、３８４－１の一部、３８６－
３の一部、３８７－１の一部、３８８－１の一
部、字七日市５１４－１の一部、５１４－２の一
部、５１４－３の一部、５１４－３地先 白地の一
部、５１５－１の一部、５１５－２の一部、５１
５－３の一部、５１５－３地先 白地の一部、５１
６－１の一部、５１６－１地先 白地の一部、５１
６－２の一部、５１６－２地先 白地の一部、５１
７－１の一部、５２６－３の一部、５２６－４の
一部、５２６－５地先 地区外の一部、５２６－６
地先 地区外の一部、５２７－２の一部、５２７－
２地先 地区外の一部、５２７－３の一部、字吉開
戸５２８－２地先 白地の一部） 

２ 北群馬郡吉岡町大字大久保字熊野３２８－５、３
３０－２、３３１－２、３３２－２、３３２－２
地先 白地の一部、３３６－２、３３７－２、３４
２－２、３４３－２、３４５－４、３４９－２の
一部、字片貝３５２の一部、３５３－３、３５３
－５の一部、３５５－１、３５５－２、３５６－
１、３５６－２、３５６－２地先 白地の一部、３
５７－１、３５７－２、３５７－３、３５７－４
の一部、３５７－５、３５７－６、３５７－７、
３５８－１、３５８－２、３５９－１、３５９－
２、３６０－１、３６０－２、３６１－１、３６
１－２、３６１－３、３６１－４、３６２－１、
３６２－５、３６３－３、３６３－３地先 地区
外、３６４－１、３６５－１、３６５－２、３６
５－３、３６５－４、３６５－４地先 白地の一
部、３６５－５の一部、３６６、３６７－１、３
６７－２、３６７－３、３６７－４、３６７－
５、３６７－６、３６７－７、３６８－１、３６
８－２、３６８－３、３６９、３７０－１、３７
０－２、３７１－１、３７１－２、３７１－３、
３７１－４、３７２－１、３７２－２の一部、３
７２－２地先 白地、３７２－３、３７３－１、３
７３－２、３７３－４、３７３－５、３７３－
６、３７４－１、３７４－２、３７４－３、３７
５－１、３７５－２、３７６－１、３７６－２、
３７６－３、３７７－１、３７７－２、３７８－
１、３７８－２、３７９－１、３７９－２、３７
９－３の一部、３８０－１、３８０－２、３８１
－１、３８１－２、３８２－１、３８２－２、３
８２－３の一部、３８２－４の一部、３８３－
１、３８３－２、３８４－１、３８４－２、３８
５－１、３８５－２、３８６－１、３８６－２、
３８６－３の一部、３８７－１の一部、３８８－
１の一部、３８８－２の一部、字七日市５１４－
１、５１４－２、５１４－３、５１４－３地先 白
地の一部、５１５－１、５１５－２、５１５－
３、５１５－３地先 白地、５１６－１、５１６－
１地先 白地の一部、５１６－２、５１６－２地先 
白地の一部、５１７－１、５２３－２、５２３－
３、５２３－４、５２３－５、５２３－６、５２
４－２、５２４－２地先 白地の一部、５２４－
４、５２５－１、５２５－２、５２６－１、５２
６－２、５２６－３、５２６－４、５２６－５、

茨城県土浦市富士崎一丁目１６番２号 
株式会社ジョイフル本田 代表取締役社長 
細谷武俊 
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５２６－５地先 地区外、５２６－６、５２６－６
地先 地区外、５２６－７、５２６－８、５２７－
１、５２７－２、５２７－２地先 地区外、５２７
－３、５２７－４、５２７－５、５２７－６、字
吉開戸５２８－１、５２８－２、５２８－２地先 
白地の一部、５２８－４、５２８－５、５２８－
６、５３０－６、５３０－７、５３０－８(第２工
区北群馬郡吉岡町大字大久保字片貝３５２の一
部、３６８－１の一部、３６９の一部、３７０－
１、３７０－２の一部、字七日市５１５－２の一
部、５１５－３の一部、５１５－３地先 白地の一
部、５１６－１の一部、５１６－１地先 白地の一
部、５１６－２の一部、５１６－２地先 白地の一
部、５１７－１の一部、５２３－２、５２３－
３、５２３－４、５２３－５、５２３－６、５２
４－２、５２４－２地先 白地の一部、５２４－
４、５２５－１、５２５－２、５２６－１、５２
６－２、５２６－３の一部、５２６－５地先 地区
外の一部、５２６－６地先 地区外の一部、５２７
－２地先 地区外の一部、５２７－３の一部、５２
７－４、字吉開戸５２８－１、５２８－２、５２
８－２地先 白地の一部、５２８－４、５２８－
５、５２８－６、５３０－６、５３０－７、５３
０－８） 

３ 渋川市行幸田字中之面３４４－１ 前橋市田口町６３０番地の１ 
関水電業株式会社 代表取締役 齋藤正美 

 
 

 

 

次のとおり一般競争入札に付する。 

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３  

号）の適用を受けるものである。 

令和５年４月７日 

群馬県警察本部長 小笠原 和 美   

１ 調達内容 

(1) 借入件名及び数量 電子計算機等賃借（ＧＰ－ＷＡＮ端末等） 一式 

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 

(3) 借入期間 令和６年３月１日（金）から令和１２年２月２８日（木）まで 

(4) 借入場所 群馬県警察本部等 

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

■ 入札公告 
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り作成された令和４・５年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。 

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和５年４月２４日（月）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年５月８日

（月）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係へその旨連絡す

ること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。  

(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。 

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(7) 本調達物品納入後の保守体制が整備されていることを証明した者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５８０ 群馬

県前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 電話０２７－２４３－０１１０ 

 内線２２１４～２２１６ 

(2) 入札説明書の交付方法 令和５年４月７日（金）から同月２４日（月）までの日（群馬県の休日を定める条

例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）の午

前９時から正午及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。 

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した入札参加資格確認

申請書（以下「申請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、提出された申請書等について群馬県警察本部が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければな

らない。また、入札参加資格確認結果は、令和５年５月１１日（木）までに入札参加資格確認通知書で通知す

る。 

ア 申請書等の提出期限 令和５年５月８日（月）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１項

に規定する休日を除く日の午前９時から正午及び午後１時から午後５時まで） 

イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。 

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「電子計算機等賃借（ＧＰ－ＷＡＮ端末等）入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。 

ウ 提出部数 １部 

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和５年５月１８日（木）午前９時３０分 群馬県警察本部庁舎地下１階入

札室（郵送による場合は、書留郵便とし、同年５月１７日（水）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県警察

本部警務部会計課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「電子計算機等賃借（ＧＰ－ＷＡＮ端

末等）入札書在中」と朱書きすること。） 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除 

(3) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ



 令和５年４月７日（金）         群 馬 県 報               第１００８９号 

12 

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。 

(4) 契約書作成の要否 要 

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者に直ちにくじを引かせ、落札者を決定する。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引

くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとす

る。 

(6) その他 詳細は、入札説明書による。  

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: OGASAWARA Kazumi, Chief of Gunma 

Prefectural Police Headquarters 

(2) Nature and quantity of the services to be required: Lease for the Electronic Computer, etc.1 set 

(3) Rent period: From March 1, 2024 through February 28, 2030 

(4) Delivery place: Gunma Prefectural Police Headquarters, 1-1-1, Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-

ken,etc. 

(5) Bidding deadline: May 18, 2023 at 9:30 a.m.(Bids submitted by mail must be submitted by registered 

mail and must be received no later than May 17, 2023 at 5:00 p.m.) 

(6) Contact point for the notice: Contract Section, Finance Division, Department of Police 

Administration Gunma Prefectural Police Headquarters, 1-1-1, Ote-machi, Maebashi-shi, 

Gunma-ken, 371-8580, Japan, TEL 027-243-0110(ext.2214 to 2216)(Japanese language only) 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年４月７日  

                                                                群馬県警察本部長 小笠原 和 美   

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 警察ＷＡＮ保守委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和５年３月２４日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 

５ 落札金額 ３６，３００，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和５年２月１０日 

 

  毎週火、金曜日発行 
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